
 

 

 

 

 

 

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の行政処分について 

 

 指定障害児通所支援事業者に対して監査を実施したところ、児童福祉法第２１条の５の２４第１項第

６号、７号、１１号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり行政処分を行いました。 

 

記 

 

１ 対象事業者 

  事業者の名称  合同会社スマイル 

  代表者          代表社員 新井 恵理 

  事業者の住所  群馬県伊勢崎市連取町３２９８番地５ 

 

２ 対象事業所 

（１）事業所の名称  HALO-はろ- 

   事業所の所在地 群馬県伊勢崎市連取町３２９８番地５  

   サービスの種類 指定放課後等デイサービス事業 

   定員          １０名 

   指定年月日    平成３１年４月１日 

   事業所番号    １０５０４００４８８ 

  

（２）事業所の名称  HALO-すまいる- 

   事業所の所在地 群馬県伊勢崎市美茂呂町２９９０番地１ STYLEGARDEN A、B 棟 

   サービスの種類 指定放課後等デイサービス事業 

   定員      １０名 

   指定年月日   令和２年４月１日 

   事業所番号   １０５０４００５７９ 

 

３ 処分の内容 

  指定の取消し（指定取消年月日：令和８年３月３１日） 

 

４ 処分の理由 

１ HALO-はろ- 

（１）不正請求【児童福祉法第２１条の５の２４第１項第６号】                 

        

  内容  放課後等デイサービス 

不正件数  ６４件(延べ 64名) 

不正請求期間  令和７年８月から令和７年 1２月  

不正請求額（概算） 2,130,592円 

 

  

 

令和８年３月２６日 

○行政処分問い合わせ先 

 生活こども部児童福祉課 

母子保健・障害児支援室障害児支援係  

電話：027-898-3877 内線：2738 

○監査結果問い合わせ先 

 健康福祉部福祉局 

監査指導課監査指導第三係   

電話：027-226-2556 内線：2556    



  ・従業員について、令和７年７月末に保育士 1名が退職、令和７年９月末に保育士 1名が退職して

いることが確認されたが、当該職員が引き続き勤務しているものとして、以下のとおり不正請求

が行われた。 

ア 令和７年８月においては複数のサービス提供日に基準人員欠如が生じているにも関わらず、

児童指導員等加配加算を不正に請求した。令和７年１０月から１２月においては、児童指導員

等加配加算の算定に必要な人員を配置していないにも関わらず、当該加算を不正に請求した。 

   イ 令和７年９月及び１２月においては、人員欠如減算が適用される月であったにも関わらず、 

当該減算をせずに障害児通所給付費を不正に請求した。 

 

  （２）虚偽報告【児童福祉法第２１条の５の２４第１項第７号】 

・実際には退職している職員が記載された出勤簿や勤務表、給与明細等の虚偽の書類を作成し、

監査において提出した。 

 

（３）不正又は著しく不当な行為【児童福祉法第２１条の５の２４第１項第１１号】 

・令和７年７月２３日に実施した運営指導に対する改善報告を令和７年１１月１７日に行った際、

実際には退職している職員が記載された虚偽の勤務表を添付書類として作成し、県に提出した。 

・令和７年１１月１日、実際には退職している職員が記載された虚偽の勤務体制一覧表を作成し、

県に提出した。 

 

 ２ HALO-すまいる- 

（１）不正請求【児童福祉法第２１条の５の２４第１項第６号】 

 

  内容  放課後等デイサービス 

不正件数  ６５件(延べ 65名) 

不正請求期間  令和７年８月から令和７年 1２月  

不正請求額（概算） 3,973,145円 

 

   ・従業員について、令和７年７月末に管理者兼児童発達支援管理責任者(以下「児発管」)１名が

退職していることが確認されたが、当該職員が引き続き勤務しているものとして、以下のとお

り不正請求が行われた。 

ア 令和７年８月から１２月においては、児発管の欠如が生じているにも関わらず、児童指導

員等加配加算を不正に請求した。 

イ 令和７年１０月から１２月においては、人員欠如減算が適用される月であったにも関わら

ず、当該減算をせずに障害児通所給付費を不正に請求した。 

ウ 令和７年９月以降において、児発管が見直しを実施する必要が生じた放課後等デイサービ

ス計画について、保育士として配置された職員が当該計画の見直しを実施していたにもかか

わらず、個別支援計画未作成減算をせずに障害児通所給付費を不正に請求した。 

 

  （２）虚偽報告【児童福祉法２１条の５の２４第１項第７号】 

   ・実際には退職している職員が記載された出勤簿や勤務表、給与明細等の虚偽の書類を作成し、

監査において提出した。 

 

  （３）不正又は著しく不当な行為【児童福祉法第２１条の５の２４条第１項第１１号】 

   ・令和７年１１月１日、実際には退職している職員が記載された虚偽の勤務体制一覧表を作成し、 

県に提出した。 


